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『日本女性会議 2010 きょうと』に参加して 

 

 男女共同参画社会基本法の基礎となった「女 

性差別撤廃条約」（１９７９年国連総会採択、 

１９８５年日本が７２番目の加盟国として批准） 

や、この条約の実施措置を強化補完する選択議 

定書（１９９９年国連総会採択）について勉強 

したテキストは、岩波ジュニア新書「新版女性 

の権利」（２００５年発刊）でした。しかし、 

この本の刊行から５年が経過し、この間の動き 

をフォローできるものはないかと探している時に、「日本女性会議２０１０きょうと」

の分科会のひとつに「女性差別撤廃条約批准２５周年と日本の課題」というテーマのも

のがあることを知り、市の派遣事業に応募したところ運よく当選し、「日本女性会議２

０１０きょうと」に参加することとなりました。 

 この分科会での諸報告などを傾聴し、分科会終了後にコーディネーターであった山下

泰子さん（前記した岩波ジュニア新書「新版女性の権利」の編者である「国際女性の地

位協会」の現会長であり、「日本女性差別撤廃条約ＮＧＯネットワーク」の代表世話人）

とお話しをすることができ、この５年間の動きを知るとともに今後の展望などについて

も聞くことができて、大変勉強になり大満足で帰って参りました。 

 この「日本女性会議」に派遣してくれた市に対し、心からお礼申しあげます。 

 

１．「分科会」などで分ったことは次のとおりです。 

（１）国連女性差別撤廃委員会の第６次日本レポート審議 

 ２００９年７～８月の総括所見では、肯定項目が７つ、勧告や要請項目が４６と圧倒

的に改善が必要なものが多い。 

 特に、次の２つの項目については、書面での詳細な情報を２年以内に提出するよう要

請されています。 

① 女性の政治的、公的活動への参加に関して、事実上のジェンダー平等を促進する

ための暫定的特別措置（条約第４条第１項「締約国が男女の事実上の平等を促進す

ることを目的とする暫定的な特別措置をとることは，この条約に定義する差別と解

してはならない。ただし，その結果としていかなる意味においても不平等な又は別

個の基準を維持し続けることとなってはならず，これらの措置は，機会及び待遇の
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平等の目的が達成された時に廃止されなければならない。」－「男女共同参画社会

基本法」第２条“積極的改善措置”、「江別市男女共同参画を推進するための条例」

第２条“積極的格差是正措置”と同じ）がとられていない。その結果、国連開発計

画作成の“ジェンダー・エンパワーメント指数”で５７位、世界経済フォーラム（ス

イスに本部）の“ジェンダー・ギャップ指数”は１３４ヵ国中１０１位であること。 
② 男女共に婚姻最低年齢を１８歳に設定すること。そして女性のみに課せられてい

る６ヶ月間の再婚禁止期間を廃止すること。更に選択性夫婦別氏制度を採用するこ

となどの民法の改正を行なう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）日本は「司法権の独立」を侵害されるという理由から選択議定書を批准していな

いが、選択議定書の批准は司法権の独立を強化するものであり、国際法を使う正当性を

強化する。このようなことが「国際基準」になっていることから批准を引続き検討する

こと。 
 
２．「政府の基調報告（内閣府男女共同参画局長）」などから分ったこと。 

（１）第３次基本計画について（本年度内に策定予定） 
 ① 男女共同参画社会の実現により目指すべき社会は？ 
  ○ 固定的役割分担意識をなくした男女平等の社会 
  ○ 男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きる事のできる社会 
  ○ 男女が個性と能力を発揮することによる、多様性に富んだ活力ある社会 
  ○ 男女共同参画に関して、国際的な評価を得られる社会 
 ② 上記のため、実効性のある積極的改善措置を推進する。 
 ③ 国際的な概念や考え方を重視する。 
 ④ 重点分野として、男性や子どもに対する働きかけを新たに加える。 
 上記①～③でも分るように、女性差別撤廃委員会の第６次総括所見における指摘事項

の多くを改善すべき画期的な基本計画が期待できそうです。 
 基調報告の中で、岡島内閣府男女共同参画局長や第１分科会のパネラーであった堀内

光子さん（前ＩＬＯ駐日代表）らが口を揃えて「世界の変化のスピードは、日本より格

段に速い。」と強調されていたことが印象的でした。 
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３．パネルディスカッション「異世代コミュニケーション～未来へつなぐ男女共同参画」 

 「男女共同参画」にかかわる市民活動の担い手にも、高齢化の影が濃くなっています。

活動の諸成果を如何に若い世代に引き継ぎ、更に発展させるか、私どもの世代の大きな

関心事ですが、コーディネーターの谷口真由美さん（大学講師であり、娘４歳、息子２

歳の２児の母）や若いパネラーから、子育てや仕事のことでも、苦労より楽しいことの

方を多く強調して伝えてほしい。そのほうが“ヤル気”が湧いてくると要望されていま

した。 

 これを受けて、大会長である６０歳の門川大作京都市長（元祖“イクメン”）から、

今度は料理作りに挑戦する。楽しい先輩を増やすことが大切と発言され、参加者からの

共感を呼んでいました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【添付資料】 

 

１．女性差別撤廃委員会「第６次日本レポート総括所見（全文）」･･･４枚 
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４．内閣府「共同参画（９月号）」              ･･･２枚 

５．報告写真 
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平成２２年１１月２４日 

「日本女性会議２０１０きょうと」 

    派遣研修員 小野 孝雄 
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